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 佐賀県立学校の分校に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成30年２月23日 

                                     佐賀県教育委員会教育長  白  水  敏  光    

 佐賀県教育委員会規則第３号 

   佐賀県立学校の分校に関する規則の一部を改正する規則 

 佐賀県立学校の分校に関する規則（平成21年佐賀県教育委員会規則第13号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

分校の名称 分校の位置 本校の名称 

 略   

佐賀県立白石高等学校商

業科キャンパス 

 略  

 

 

  

佐賀県立中原特別支援学

校鳥栖田代分校 

 略  

 

分校の名称 分校の位置 本校の名称 

 略   

佐賀県立白石高等学校商

業科キャンパス 

 略  

佐賀県立唐津特別支援学

校好学舎分校 

唐津市 佐賀県立唐津特別

支援学校 

佐賀県立中原特別支援学

校鳥栖田代分校 

 略  

   附 則 

 この規則は、平成30年３月１日から施行する。 


